
健康増進法上の区分 第一種施設 【４８施設】                   

健康づくり課取り纏め 〈平成３０年１０月時点〉 

敷地内禁煙 

（３８施設） 

 

小学校（19 施設） 

花巻小学校，宮野目小学校，若葉小学校，太田小学校，桜台小学校，笹間第一小学校，南城小学校，笹間第二小学校，湯口

小学校，大迫小学校，湯本小学校，内川目小学校，矢沢小学校，亀ヶ森小学校，石鳥谷小学校，新堀小学校，八幡小学校，

八重畑小学校，東和小学校 

中学校（11 施設） 

湯口中学校，湯本中学校，花巻中学校，花巻北中学校，南城中学校，東和中学校， 

矢沢中学校，宮野目中学校，西南中学校，大迫中学校，石鳥谷中学校 

保健福祉施設（８施設） 

華の苑，花巻保健センター，大迫保健福祉センター，石鳥谷保健センター 

東和保健センター，こどもセンター，こども発達相談センター，石鳥谷医療センター 

屋内禁煙※１ 

（１０施設） 

本庁舎，大迫総合支所，石鳥谷総合支所，東和総合支所，中央消防署（消防本部），花巻温泉分遣署，花巻南温泉分遣署，

東和分署，花巻北消防署，大迫分遣署 

※１ 屋内禁煙施設については、令和元年７月１日より敷地内禁煙といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


